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第５期嬉野市農業委員会第１６回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

議案第６号  非農地証明願について   

 １ 久間藤原  資材置場 R1.11.5 決 定  

報告第１号  農地等形状変更届けについて   

 １  大草野多々良   田を畑に転換 R1.11.5 了 承  

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について    

 １ 五町田谷   賃借権 R1.11.5 承 認 

 ２ 久間城山   賃借権 R1.11.5 承 認  

 ３ 大草野石丸田 他１筆 賃借権 R1.11.5 承 認  

 ４ 大草野臼ノ塔 他１筆 賃借権 R1.11.5 承 認 

 ５ 真崎大牟田西   賃借権 R1.11.5 承 認  

 ６ 大草野小深 他１筆  賃借権 R1.11.5 承 認 

 ７ 大草野小深 他２筆  賃借権 R1.11.5 承 認 

 ８ 大草野蓮田 他２筆  使用貸借権 R1.11.5 承 認 

 ９ 谷所二本柳 他１筆  使用貸借権 R1.11.5 承 認 

 １０ 谷所一本松、他３筆  賃借権 R1.11.5 承 認 

 １１ 谷所一本松、他３筆  賃借権 R1.11.5 承 認 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定   

 塩１～９ 五町田谷 他１４筆 使用貸借権・賃借権 R1.11.5 承 認  

 嬉１～２ 下野四本松 他４筆 賃借権 R1.11.5 承 認  

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １ 久間丹生野  贈与 R1.11.5 許 可  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 下野二本松  売買 R1.11.5 許 可  

 ３ 岩屋川内一ノ坂  売買 R1.11.5 許 可  

 ４ 大草野小深 他７筆  売買 R1.11.5 許 可  

 ５ 谷所二本柳 他５筆  贈与 R1.11.5 許 可  

議案第４号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １ 久間藤原   太陽光発電設備設置 R1.11.5 許 可 

 ２ 久間藤原   太陽光発電設備設置 R1.11.5 許 可 

 ３ 久間藤原 他１筆  太陽光発電設備設置 R1.11.5 許 可  

 ４ 久間藤原   太陽光発電設備設置 R1.11.5 許 可 

 ５ 久間一本松  駐車場 R1.11.5 許 可 

 ６ 下野二本松  住宅型有料老人ホーム R1.11.5 許 可 

 ７ 下宿第七区画整理   一般住宅 R1.11.5 許 可 

 ８ 岩屋川内三丁  太陽光発電設備設置 R1.11.5 許 可 

議案第５号  農地転用許可後の事業計画変更申請の承認について   

 １ 五町田一本松 他２０筆 建売分譲住宅区画数の変更 R1.11.5 許 可  
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６ 議事日程 

第１ 議案第６号 非農地証明願について 

     報告第１号 農地等形状変更届出について 

    議案第１号 農用地利用集積計画の解約について  

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について  

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について  

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について  

議案第５号 農地転用許可後の事業計画変更申請の承認について  

  

 

 

 

７ 会議の概要  ― 午後１時３０分 開会 ―   

 

局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、川内利光委員が都合により欠席でありますが、定足数に達しておりま

す。 

      議長である川内委員が欠席でありますので、嬉野市農業委員会規程第４条及び

第４条の２の各項の規程により、会長職務代理者である池田副会長により本日の

総会議事を進行していただきます。 

      池田副会長の御挨拶の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 
 

副 会 長  （挨拶等） 

 

 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号４番 西田昭義 委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。 

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第５期嬉野市農業委員会第１６回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、報告１件、議案６件で、審議事項は３８件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号８番 峰 正巳 委員と１０番 杉﨑順
とし

憲
のり

 

委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

局   長  議長、事務局の方からご説明させていただきます。本来、報告第１号及び議案の第 

１号から第６号まで順番にということでお手元に議案の方にはおくばりしておりますが 



、本日の総会に際しましては、議案第６号、議案書で申しますと４８ページ以降の非 

農地証明願についてにつきましては、申請者にお見え頂いてご自身の口から事情等の 

説明をして頂くことにしておりますので、申し訳ございませんが議案の順番を繰り上 

げまして、議案第６号非農地証明願についてからご審議を御願いしたいと思います。 

宜しくお願いします。 

議  長  議案第６号 非農地証明願について、を議題といたします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書４８ページ、整理番号１番です。 

      申請者は 堤ノ上の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 藤原 ○○○番、地目は田（現況：雑種地）、 

面積は１,０７５㎡、用途目的は建設用資材置場用地。 

事由は、平成元年７月頃に転用申請すべきであったところを、認識不足により 

     転用許可を得ずに建設用資材置場として使用。無許可転用後約３０年が経過して 

     おり、登記地目を変更したいということです。 

東西は田、 南は道路、 北は畑・山林です。 

始末書が提出されている案件です。 

図面は４９ページと５０ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  今、事務局が説明してもらいましたようなことで、農地ではありますけども、

植松さんが本業の資材置場というふうなことで永年使用してもらっておりまし

たけれども、こういうふうな申請をされました。近隣に対しまして迷惑にはなら

ないというふうな所でございまして、農業者に対しては被害がないということで

判断をいたしております。以上です。 

 

議  長  森班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  はい、一般の方どうもお疲れ様でした。今、説明が事務局と原田農業委員の方

から説明があったとおりでございます。しかしながら、この現場を観ますと、

３０年を経過しとると。それまでの間に、この申請書類を提出申請を出来たん

じゃないか。というようなことでですね、本人の説明を過去３０年間の説明を

してもらわんと、なぜこういうふうな形で長くなったかいうそのへんのところ

をですね説明をしていただきたいというところと、始末書だけではどうしても

これは認められないということの結論に達しましたので、今日来ていただいて

おります。以上です。 

議  長  それでは、本人さんが○○さんがお見えですので、そのへんの事情のご説明を

宜しくお願いします。 

本人（植松）   みなさん こんにちは。今日はありがとうございます。実は、あのう田んぼを当初購入

いたしまして、あの土地がですね光武ですかね。ふけたで、ヒルがおって、水が溜まって、

麦も植えられんと、いうことで一番最初私も百姓を５反ばっかり持ってますので、そしたら



圃場整備しようと思ってですね、当初は、そういう感じで土を３０㎝ほど入れかけたとです

よ。そして、土を入れて、３枚ほど田んぼがありました。３枚ほどあってずっと段がついと

ったもんですから、土を入れて面積を一面になそうと思って一面に土を入れかけて数年経っ

たと思います。それでもあのう水が上がってきてだぼだぼするもんですから、それで、これ

は田んぼに難しかかなあと思ってですね、もう、自分が買って自分のものと思って申告関係

もまったく頭になかったです。ただ、田んぼにするだけということで、経過がずっと過ぎま

して、後はそしたらもうあんまり奥の方に道路にいかれんねということで、少しづつバラス

を入れたとですよね。採石を入れてから、採石を入れたらなんとかなるなあと思いながらな

んとかしてましたけれども、途中でですね、石垣をなんとかする １３～１４年してからで

すね、○○さんに石垣を上げるけんがということで、見積もりをしてもらいました。見積も

りをしたとはよかったとですけどもあんまり高こうかかったもんですから、中断してそのま

まの状態で断ったままでですね。じょうけんに至って、それがずっとそのまま状態になりま

して、それが、今回、○○さんが生コンをですね、山に造られたもんですから、生コンがで

すね、植松さんあまったよて少しだけ。生コン車が、生コンが余るわけですよね。そいぎも

ろうてくれんですかて、そいぎよかねて、ちょこんちょこん０．３ぐらい余ったとば、手前

からずっと入れたとですよね。そいけん、そいがなあも私としては、そいから書類を書いて

どうのこうのということはなく、自分が便利かもんやけんですから、そのままの状態でみな

さんも他の近所の人も苦情はなかったしですね。自分が、土地であるしと思うて、そのへん

が浅かったとですね。で、今の現状になったとですよ。そいで、ずうと生コンをちょこちょ

こもらいながら、あっち打つち、こっち打ちしながらですね、今の状況になりました。そう

いう現状なんです。はい。それかひとつ合い中にあいがありましたね。町の工業団地の話が

ありまして、工業団地にどうでしょうかということで、あの一帯が工業団地の予定地になり

ましたもんね。予定地になって、印鑑を押したしそいじゃみなさんも一緒に買ってもらうね

と。それも甘い考えで、町から購うてもらったら、書類関係のことは、いらんかなて頭にあ

ったですね。そう言ういきさつで現状の今の土地になってしまいました。そういうことです。

以上です。 

議  長  ただいま、○○さんの方から報告してもらいましたが、これから質疑を行ない

ます。質問、意見はありませんか。 

委  員  周りが田と書いてあっばってんが、どういう現状なんですか。 

議  長  事務局の説明を御願いします。 

本人（植松）  この道路はですね、普通より下げてあっですもんね。道路が。というのは、大雨の時、こ

こが４０㎝～５０㎝大雨の時あふるっとですよ。そいで、あふれる田んぼの中にこっちに流

れてくっとですね。道路としては、こっちんほうに水が流れんごとということで、役所の方

から聞いとっとは、わざと下げてますということでした。道路のこっちに水をやりたいとい

うことでですね。今回の水でも、これをオーバーして流れてきました。 

議  長  他にご質問ないでしょうか。 

委  員  よかですか。現在、申請されたということですけど、どういうことで気づか 

れたわけですか。こりゃ農業委員会に出さないかんばいていう気づきは。いつ 



されたんですか。 

本 人   農業委員会に 

委  員   こい申請せんばいかんばいていうこと。なんか事業をまた別にやろうと思うて気遣い 

をされたんですか？ 

本 人   いや、そういうことはなかですよ。はい。事業をするじゃなくて、太陽光をするとい 

うことで、土地を手放すと、もう土場関係がいらんけんがですね。今の現状では、はい 

。で、○○氏の方が来てもらって農業委員会に通さんばいかんねということで・・・ 

委  員   そこでわかったんですか 

本 人  現状ですよ 

議  長   ほかにありませんか 

委  員   生コンをコンクリートを入れて、そいぎほとんど中は、コンクリートで全部しまって 

しもうとっとですか。 

本 人  １０㎝ぐらいちょこちょこ入れとっとですよ。 

委  員   そしたらですよ、あと太陽光にするといいよんさっとでしょ。そしたらどういう施行 

方法、コンクリートを全部剥がして、高めたいとかは、なんとかは、水のこっちゃん入 

ってくっていいよんさっけんがまっと嵩上げして、その太陽光を設置すっとですか。  

本 人   太陽光の設置は私ではないんですよ。土地を売却しますので、太陽光をする会社の人 

がですね。しかし、私としては、そのままの現状でしてもらうことが頭の中にあります。 

委  員   そしたら、水のまた入ってくっとじゃなかですか。 

本 人  水ははけくちですもんね。そのままの状態にしとって、太陽光を上げてもらわんばしょ 

うがなかでしょうね。太陽光の足を上げてもらわんば。 

委  員   今年の大水でもそぎゃんやって浸かってしもうたていいよんさっとに、そぎゃんやっ 

てでくっとかなあ。簡単にでくっとかなあて思うて。 

委  員   よかですか。その下に太陽光をしてあっですもんね。だいたいですね、２０㎝～３０ 

㎝ぐらいはきよっとですよ。というのは、わかるのは、そこに全部あくたのたまっとけ 

んですね、それ以前に足は上げてあったけんが、太陽光自体には影響ないと。今回のこ 

の下に太陽光の申請もあったし、下の方にも太陽光は設置ばしちゃったです。そいけん 

、まあ現状でも問題はないかなと太陽光もしてもですね。は思ってはおります。ま、つ 

かりはすっとですよ２０㎝～３０㎝はどがんしても。そういった下の太陽光の現地では 

、現地でありました。あとも太陽光もあっとばってんがですよ、そこの写真を見ればや 

っぱい３０㎝ぐらいは水がくっとですね。 

議  長   ほか、ご質疑ないでしょうか。はい、どうぞ 

委  員   今さっき、峰委員が質問されたことに対する回答は、周りの水田は今の状況どがんな 

っとっですかということですけれども。 

事 務 局  先ほどの質問ですけれども、周りは耕作放棄地です。 

委  員   耕作放棄地ね。そしたら、周り一体的に太陽光をされるんですか。 

本 人  ええとですね。裏の方になります。写真の北側になります。 

委  員   一体的にされるということですね。 



本 人  そうですね。ほんの下にもですね。ええとどれくらいですかね。７畝ぐらいあっですも 

んね、この下に、そこも今、大阪に在住ですけれども、太陽光をしたいので、借地はで 

きんでしょうかという問い合わせもありました。それはもうことわりました。 

議  長   他に、ないですか。ないようですので、採決に入ります。 

委  員   待って下さい。採決は、出られてからがいいじゃないですか。 

議  長   そうですね。 

本 人   ありがとうございました。 

委  員   あのう、今、採決ていいよんさっですけど採決が通らんらった場合はどういうことに 

なるんですか。この土地じたいは。普通の雑種地でなかですけど、コンクリートば１０ 

㎝も何㎝も打ってていいよんさっけんが、そいば全部撤去してしもうてから、そのうも 

う田んなかにはならんでしょうけど畑ぐらいに変更して、それからのあれになるんでし 

ょうか。 

委  員   いいやでしょ。今の現況で。 

委  員   だめていうないば、きゃっかですよ。 

委  員   もうそいだけですか。 

委  員   そいだけですよ。 

委  員   そいけん、農業委員会は通らんやったていうことにですね。 

委  員   そういうことですね。 

委  員   よかですか。基本的に今回、本人さんに来てもろうたとはですね、ただたんに申請で 

代償人さんがきてもですね、意味がわからんやったわけですよ。やはり、その始末書も 

つけて、本来なら現況復旧が基本なんですよね。そのために、始末書を出したよとで本 

人さんの説明もやはり聞たかったときの方がですね、その時の班の意見やったとですよ 

。そいで、今回、本人さんが来て、こういった説明を聞きたいと基本的にはですね。そ 

いが一番の本人さんが来てもらって、説明をしていただいたところです。で、始末書だ 

け出せば代償人さんでよかくさんと言うことじゃいかんやろということで、本人さんを 

呼んで、そのへんのいきさつを聞こうということで、本人さんに来てもらって説明をし 

てもろうたところです。以上です。 

局  長   先ほど、申請者の方からですね、太陽光発電の話しが出まして、事務局も実は今聞い 

た話で、非農地転用、非農地証明願いが通った後、太陽光とは一切これまで説明はあっ 

てない話であります。一応補足しておきます。 

委  員   たしかにね 

委  員   売却ていいよんさろ。土地を売るていいよんさっでしょ。買うた人がまた、申請ばせ 

んばならんごとなっかな。 

委  員   非農地証明すっぎ もう 

委  員   もうなかです。雑種地になってしまうけん。説明ば本来なら今までしとくないばよか 

ったろうばってんですね。 

委  員   昨年の７月から同じ農業委員ということであっとばってん、書類の中にちょいちょい 

始末書つきていうような文言書類があったいね。○○さんとも始末書つきてあっばってん 



、今日の始末書つきの方を来てもらったばってん、もう凡例が凡例ですから、こういう 

ことないばかならず委員会に出席して説明をしてもらうというようなことが平等性にな 

らせんかと感じのすっとばってん。 

委  員   委員会じゃなくしてですよ。現場にですね。現場に。現場で説明を受けとんないよか 

ったとですよ。 

委  員   はい、わかりました。 

委  員   やっぱい、基本的にはですね、始末書つきやっぎ本人さんが来て説明するのが本来の 

姿だろうと思ってました。 

局  長   すみません。もう一点補足です。私が事務局から聞いているのはですね、本人さんが 

まず、来られてなかったという点と、もうひとつは、代償人さんが説明が出きられなか 

ったと。代償人さんが十分な説明が出来られればですね、当日の審査班の方も納得され 

たと思うんですが、代償人の方も説明が出来ない状態で、本日この総会に出てきていた 

だいたというふうに聞いております。 

委  員   そいけん、この際ばってん買う人にもこちらの要望をね申し出んばいかんとじゃなか 

ろうか。売却してしまいさっぎもうこちらもなんていうことなかていうことであればさ 

。非農地証明をまず却下して、もういちど、太陽光を設置される方と買う人を呼んで、 

やっぱいせんぎいかんとじゃなかろうか。 

議  長   ひとつ私が思うのは、農地の横をですよ、用水路みたいのはないのかなあと思ってで 

すよ。 

委  員   排水路はあります。 

議  長   排水路はある。道の横に排水路はあります。おそらく、昔からの田んぼのかけ流しで 

すから、用水関係はどがんなっとかなあと。 

委  員   今の道のですね、こっちから行って西村さんの方に両方に水路のあっですもんね。排 

水路は。 

委  員   ライスセンターがあって、下ったところ。下っとったよね。 

議  長   用水路があればいいと思います。 

委  員   あそこに、下の方に見えよるとが排水路ですよ。 

委  員   一番低っかとこ 

委  員   一番低っかとこじゃあっです。 

委  員   そいけん、田としてもゆったんぼやったと思いますよね。あいどん、活用される方が 

また、逆にいいもあっし、太陽光でまあいいじゃないですかね。 

局  長   今回の申請により非農地証明願いが許可された場合はですね、証明をもってですね法 

務局で地目の変更をなされると思います。予想する所では、雑種地になるものと、雑種 

地になって民間と民間の売買になりますと、農業委員会の法律では特段申しのべる機会 

はないということになってまいります。 

議  長   今、事務局から説明で、農業委員会からはいわれないということでありますけども。 

委  員   後一ついいですか。今、私が質問した時にそこばっかいじゃなく下の田んぼも含めた 

ところで、太陽光を計画したていうような言い方をされた。その申請はあってないわけ 



委  員   今度出てくると。 

委  員   今度出てきます。 

局  長   貸借でいいんさった所の話しですかね。 

委  員   手前のことをいいよらすと。ここじゃなかと。 

委  員   そこじゃなかです。 

委  員   こっちは出てくっとですね 

委  員   入口はなかったろ。ねぎ団地の入口は見たね。早めに言うとったがよかよね。 

局  長   議案書の５０ページの字図の形ですけども、ここで言いますと、申請地は斜め線を引 

っぱっておりますが、この左手上方に○○○ ○○○○様の筆があると思いますが 

、これが後ほど５条申請で出てまいる案件とこちらが太陽光発電設備です。本日の総会 

に後ほど出てまいります案件です。以上です。 

委  員   ○○○はないですね。 

局  長   ○○○に関しましては、事務局としては、認識していないということです。委員さ 

んの中でいろいろなお話をしていただいているところではありますが、一番はですね、 

地域農業に影響がないものと原田委員さんからのご説明がありました。で、本人さんも 

当日見なかったということでですね、本日、お見えいただいて説明をされました。ちょ 

っと太陽光というのが出てきたもんで事務局としてもびっくりしておりますが、始末書 

だけではすませられないよということではですね、語弊があるかもしれませんが、一没 

百回てきな感じでですね。本日、お話が伺えたのかなあと思っておりますので、農業に 

大きな影響がないということであれば、基本的には申請願は認められるべき案件なのか 

と事務局としては考えております。以上です。 

議  長   ただいま事務局から説明がありましたが、この案件は採決にうつっていいですか。 

議  長  いろいろ意見が出ましたが、無いようですので、採決に入ります。整理番号 

１番について、原案のとおり非農地であると証明することに異議のない委員は 

、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第６号 非農地証明願について、整理番号１番については、原案のとおり 

非農地証明することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第１号 農地等形状変更届出について を議題とします。 

      整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、下宿の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字大草野 多々良 ○○○番○、地目は田、面積は２２２㎡です。 

      理由は、田の嵩上げをし、更に田から畑へ転換したいとのことです。 



      隣接が、東は山林、 西は雑種地、 南は田、 北は雑種地 です。 

      図面は２ページと３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、地域担当委員として西田委員の説明、意見をお願いします。 

地域担当  はい、あのですね、地図を見たらわからんとですけどね、新幹線が通っており

まして、その横にあのう今まで市道があったのが付け替えになってます。その

端数の分が田が残ったということで形状変更をして、そして畑に転換したいと

言うことでございますのでどうぞ宜しくお願いします。 

議  長  続いて、１０月２９日に第１班で実施した事前審査の結果について、森委員、 

     班長として報告をお願いします。 

班  長  今、西田委員の方から説明があったとおりで、新幹線のできたためこういうよ

うな農地になったと思います。これは、まあ地権者にしてもですね、問題点は

なかろうと思いますので、これを許可していただきたいなあと思います。以上

です。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「異議なし。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、この案件は報告事案です。了承する委員は、挙手をお願い 

     します。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地等形状変更届出について、整理番号１番について 

     は、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書４ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は 谷の ○○○○ 様、 

      借受人は 美野辺田の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 谷 ○○○番○、地目は田、面積は９１６㎡、 

      利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は平成２３年１２月１日から令和３年１１月３０日までで、 

      解約理由は、借受人の変更ということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 



［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号１番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は 中通の ○○○○ 様、 

      借受人は 牛坂の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 城山 ○○○番○、地目は田、面積は５３９㎡、 

      利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は平成２５年１月１０日から令和５年１月９日までで、 

      解約理由は、借受人の変更ということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号２番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      貸付人は 三坂の ○○○○ 様、 

      借受人は 長谷の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字大草野 石丸田 ○○○番 他１筆、地目は全て田、 

面積は合計で８４６㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は平成２４年１２月１日から令和４年１１月３０日までで、 

      解約理由は、借受人が高齢により田の管理が困難ということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号３番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      貸付人は 福岡県糸島市の ○○○○ 様、 

      借受人は 長谷の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字大草野 臼ノ塔
うすのとう

 ○○○番○ 他１筆、地目は全て田、 

面積は合計で５１０㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は平成２９年６月１日から令和４年５月３１日までで、 

      解約理由は、借受人が高齢により田の管理が困難ということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号４番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号５番です。 

      貸付人は 下童の ○○○○ 様、 

      借受人は 大牟田の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字真崎 大牟田西 ○○○番、地目は田、 

面積は１,０１９㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米・麦・大豆です。 

      期間は令和元年６月１日から令和３年５月３１日までで、 

      解約理由は、借受人が死亡のためということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号５番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号６番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号６番です。 

      貸付人は 南
みなみ

上
かみ

の ○○○○ 様、 

      借受人は 南
みなみ

下
しも

の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字大草野 小深
こ ぶ か

 ○○○番○ 他１筆、地目は全て田、 

面積は合計で２,０１３㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は平成２６年１２月１日から令和元年１１月３０日までで、 

      解約理由は、農地法第３条による所有権移転のためということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号６番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号６番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号７番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号７番です。 

      貸付人は 南上の ○○○○ 様、 

      借受人は 南上の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字大草野 小深 ○○○番○ 他２筆、地目は全て田、 

面積は合計で２,９１７㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は平成３０年５月１０日から令和元年１１月３０日までで、 

      解約理由は、農地法第３条による所有権移転のためということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号７番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 



［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号７番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号８番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号８番です。 

      貸付人は 南上の ○○○○ 様、 

      借受人は 南下の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字大草野 蓮田
は す だ

 ○○○番○ 他２筆、地目は全て田、 

面積は合計で２,５７７㎡、利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      期間は平成２７年１１月１日から令和２年１０月３１日までで、 

      解約理由は、農地法第３条による所有権移転のためということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号８番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号８番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号９番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書６ページ、整理番号９番です。 

      貸付人は 三ケ崎の ○○○○ 様、 

      借受人は 三ケ崎の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字谷所 二本柳 ○○○番○ 他１筆、地目は全て畑、 

面積は合計で３７４㎡、利用権区分は使用貸借権で、目的は野菜です。 

      期間は平成２７年１月６日から令和１７年１月５日までで、 

      解約理由は、生前一括贈与手続きのためということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号９番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号９番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号１０番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号１０番です。 

      貸付人は 佐賀市の 公益社団法人 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様、 

      借受人は 三ケ崎の ○○○○法人 ○○○○ 代表理事 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字谷所 一本松 ○○○番 他３筆、地目は全て田、 

面積は合計で７,９３０㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米・麦・大豆です。 

      期間は平成２７年６月１日から令和７年５月３１日までで、 

      解約理由は、生前一括贈与手続きのためということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１０番については、原案のとお

り承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号１０番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号１１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号１１番です。 

      貸付人は 三ケ崎の ○○○○ 様、 

      借受人は 佐賀市の 公益社団法人 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字谷所 一本松 ○○○番 他３筆、地目は全て田、 

面積は合計で７,９３０㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米・麦・大豆です。 

      期間は平成２７年６月１日から令和７年５月３１日までで、 

      解約理由は、生前一括贈与手続きのためということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１１番については、原案のとお

り承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号１１番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 



＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の決定について を議題とします。 

皆さんにお諮りします。利用権設定について塩田町の分整理番号１番から９番 

まで についてを一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議なしと認めます。利用権設定について塩田町の分整理番号１番から９番 

まで について農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  ご説明の前に利用権設定(塩田町の分)について、整理番号３番については、 

     １０月２５日に申請の２筆の内、 

        ２筆目の所在地 大字馬場下 畦川内４ ○○○番 田 ５６７㎡ 

      は利用権設定が別の方と設定されており、重複しているため取り下げされ、 

        １筆目の所在地 大字馬場下 畦川内４ ○○○番 田 ４,３７８㎡ 

      のみの申請となりましたのでご報告いたします。 

      これに伴い塩田町の分合計も、１８,３７０㎡へ訂正をお願いします。 

それでは説明します。別添の表１ページ目をご覧ください。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から９番までについてです。 

貸し手人は 谷の ○○○○ 様、他８名様です。 

借り手人は 同じく谷の ○○○○ 様、他６名様です。 

所在地は、大字五町田 谷 ○○○番○、他１３筆 

地目は全て田、面積は合計で１８,３７０㎡です。 

利用権は使用貸借権と賃借権、期間は３年から１０年で、新規及び再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

     要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から９番までについて、質疑を行ないま 

す。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分整理番号１番から９番までに

ついて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について塩田 

町の分整理番号１番から９番までについては、原案のとおり承認することに 

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、利用権設定について嬉野町の分です。 

皆さんにお諮りします。利用権設定について嬉野町の分整理番号１番から２番 



まで についてを一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議なしと認めます。利用権設定について嬉野町の分整理番号１番から２番 

まで について、農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表２ページ目をご覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分整理番号１番から２番までについてです。 

貸し手人は 下野の ○○○○ 様 他１名様、 

借り手人は 同じく下野の ○○○○ 様 他１名様です。 

所在地は、大字下野 四本松 ○○○番○ 他４筆、 

地目は全て田、面積は合計で６,３０９㎡、 

利用権は貸借権、期間は５年と１０年で、再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、嬉野町の分整理番号１番から２番について、質疑を行ないます。 

      質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から２番につい

ては、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について、嬉野 

     町の分整理番号１番から２番については、原案のとおり承認することに決定しま 

     した。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書７ページ、整理番号１番、贈与による所有権の移転です。 

      譲渡人は 堤ノ上の ○○○○ 様、 

      譲受人は 同じく堤ノ上の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字久間 丹生野 ○○○番、地目は田、面積は２０３㎡。 

譲渡及び譲受理由は生前一括贈与のためです。 

図面は１０ページから１１ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり許



可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 井手川内の ○○○○ 様、 

      譲受人は 下野の ○○○○ 様 

      所在地は、大字下野 二本松 ○○○番、地目は畑、面積は２１５㎡。 

譲渡理由は労力不足によるもの、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

売買価格は、反当たり１００,０００円、全体で２１,５００円です。 

図面は１２ページから１３ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 下岩屋２区の ○○○○ 様、 

      譲受人は 同じく下岩屋２区の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字岩屋川内 一ノ坂 ○○○番○、地目は畑、面積は２８６㎡、 

譲渡理由は労力不足によるもの、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

売買価格は、反当たり４,８９５,１０５円、全体で１,４００,０００円です。 

図面は１４ページから１５ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号３番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 南上の ○○○○ 様、 

      譲受人は 南下の ○○○○ 様です。 

      所在地は、９ページの別紙①に記載のとおりで、 

      大字大草野 小深 ○○○番○ 他７筆、地目は全て田、 

      面積は合計で７,５０７㎡です。 

譲渡理由は経営規模縮小によるもの、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

売買価格は物納で、反当たり年２０ｋｇ、全体で年に１５０ｋｇを１０年間で

す。 

図面は１６ページから２０ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号４番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号４番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号５番、贈与による所有権の移転です。 

      譲渡人は 三ケ崎の ○○○○ 様、 

      譲受人は 同じく三ケ崎の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字谷所 二本柳 ○○○番○ 他５筆、地目は田と畑、 

      面積は、田が合計で７,９３０㎡、畑が合計で３７４㎡、 

      総合計で８,３０４㎡です。 

譲渡及び譲受理由は生前一括贈与のためです。 

図面は２１ページから２４ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号５番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 



議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番について、原案のとおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号５番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

委  員  ちょっとよかですか。３条の３番、面積の３，０５２㎡ばってんが５反以上 
なしよかですか。ここの耕作面積は、譲渡人でしょ。 

事 務 局  すみません。議案書の訂正をお願いします。数字が違ってました。田は、２ 
，０３７㎡・畑は１５，５５３㎡です。ご指摘ありがとうございます。５反要 
件は満たしてると確認しておりながら、入力ミスでした。申し訳ありませんで 
した。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  みなさんにお諮りします。休憩をどうしましょう。５分間休憩をいたします。 
 

議  長  次に、議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書２５ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 武雄市の ○○○○ 様、 

譲受人は 大阪市の 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 藤原 ○○○番○、 

地目は畑、面積は４,７３６㎡、農地区分は第２種農地、 

用途目的は太陽光発電設備設置用地。 

事由は、申請地は耕作放棄地となっている。後継者不足により今後の農地の維

持・管理が困難であり、太陽光発電設備設置用地として転用したいということ

です。 

東は山林・田、 西は道路・畑、 南は畑・宅地、 北は山林です。 

売買価格は、反当たり３８６,４０２円、全体で１,８３０,０００円です。 

図面は２８ページと２９ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  はい、ええとここは写真のように野暮やったですけど、さっから来てもらった

植松さんが重機で押してもらってですね、見やすくなっておりますけど。周辺は、

全部山林もしくは、荒れ地になっておりまして、こいだけでも太陽光で雑種農地

なっし、その分がやぼが少のうなって、農業関係には全然被害はないわけですけ

ども、私としては、こういうふうになっていいかなあと思ったわけです。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  ええと、ここの原野が周囲になると、候補地もですね、ちょっとだけブルで押

しやったぐらいで、高低がけっこうあるわけですよね。そういうことで、こ

れを伐採して整地をしてみらんと、本当の確認はでけない状況です。そのま

まの状況で押しやるということですので、整地した所で再度検証をする必要



がないだろうかということでその場は終わっております。みなさんの意見と

しては。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   中島委員どんなでしょうか。 

委  員   たしかに、表面の分の平地の分だけですたいね。後の２９ページの図面を見

てもらうと、ほんな後の法の分はひねらないと。今の平坦の分だけを太陽光

するということでしたので、まあはたしてそいでよかかなあという気もしま

したが、もともとここは、みかんの植わっとったと思うですもんね。そいけ

んが、整地してから平地だけの太陽光設置という考えかただと聞いておりま

した。完了届を見てしてもいうはあったいね。完了届を見に行った時にです

ね。 

委  員    まあ、現状はですね、やばかとこのあっとですよ。そいけん、どういう整

地をしんさろうかな。そいから、雨水がどういう流れのあろうかなあ。 

議  長    この件に関しては、平地になした時点で、確認をするということで事務局

もよかですかね。 

事 務 局    ちょっといいですか。ここの太陽光の設置パネル分はですよ、今平地にな

ったところにしかつかない状態です。 

委  員    そいけん、その平地がどこからどこまでが太陽光ですよて。 

事 務 局    もう、あれからちょっとしか広ががらんですもんね。あのサイズを図って

パネルの部分が１，４００ちょっとあるとですけど、そこの部分しかパネル

はのりません。後の傾斜の法面と谷の部分は一切この状態で、さわらないそ

うです。地崩れ等の問題があるということで、もうさわらないほうがいいと

いうことだったので、平地の部分のみの太陽光パネル設置と聞いております。 

委  員    そういう状況の中での検証やったわけですね。 

委  員    なかなか、現地の現状が見れんということですたいね。もう藪ってしもう

て。 

委  員    地元の委員でやっぱい開いたところで再確認をしてもろうて・・・ 

委  員    ここは、太陽光が３２４枚で４９．５キロということでした。そいけん、

そぎゃん広かあいではなかもんね。 

議  長    周りはフェンスがつくとやろ 

事 務 局    はい、この写真からちょっと広がるぐらいでもうあとはすぐ傾斜になって

おるんで、平になっている部分のみの設置です。 

議  長   平地、レベルになった時点でですよ、確認をするごとしましょうか。せんで

よか。地元の委員さんでも同行してもろうても。 

事 務 局   申請書は副申するごとなっとんけんですよ、どういう意見が出たということ

で、附して県に出さんばいかんとですよ。それは、出してもよかですか。 

議  長   ただ、現地だけ確認をすると・・・それでいいでしょうか。 

委  員   修正じゃなかけど、どっか工事せないかんとこがあれば工事をしてもらうと



か、どはをもうちかっと叩いてかためてもらうとか。 

委  員   それは、採決をしてからの話、採決しないと、そのへんはどがんなっとです

か。 

事 務 局   賛成が出なくても副申はします。ただここは、通過点なので、どういう意見

が出たというのを意見として出すだけの問題になります。 

議  長   この件に関しましては、地元の委員さんの立ち合いで確認をするということ

でいいでしょうか。 

委  員   地元ていうぎおいのう。私も申請のあったけん野暮の時見に行って、見た目

は○○さんが押してくいとったけん、みようかったばってんが、あそこは、

丘の頂上でしょうが、１００ミリ降ったけんて言うても、１０センチでしょ

うが、よそからの流入は一滴もなかとこやっけんが、さほどね谷つくって水

が流れるような、１００ミリ降ってもよ 1 時間さほど被害はないと判断はす

っわけです。頂上やっけん。と思います。あいどん、現地を確認をいたしま

す。 

議  長   宜しくお願いします。 

議  長  他にありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      譲渡人は 堤ノ上の ○○○○ 様、 

譲受人は 大分市の ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 藤原 ○○○番、地目は田、面積は３９３㎡、 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置用地。 

事由は、申請地は耕作放棄地となっている。今後の農地の維持・管理が困難で

あり、太陽光発電設備設置用地として転用したいということです。 

東は田、 西は山林、 南は道路、 北は山林・田です。 

売買価格は、反当たり１,２７２,２６５円、全体で５００,０００円です。 

図面は３０ページと３１ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  この図面で、写真で黒くしてあっですね、こいだけですけども、一応左側のと

ころをまっすぐなっつとっばってん、登記上は、引っ込んだごとしとっつけん、



一応口約束でまっすぐしてあっけん、法的手続き上は、農業委員会事務局が出さ

れた字図のごうとがほんな図面と思いましが、法的手続き上はですね、そういう

ふうにまっすぐなっていない、こういうふうになっつているということで、そい

でよかくさんてなっぎよかばってん、買うたひとがいろいろ売った人とトラブル

にならんごとせんばならんし、正常な状態じゃなかなあと思いますので、そこで

も、現地確認で話しよんさったけん、そのへんはどうかなと思っています。しか

し、こういう太陽光設置されるような野暮が解消されて、周囲の農業に影響はな

くてそれはよかと思いますけども、口約束の直線で図面上はまがっているところ

はいかがでしょうか。以上です。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  ええと、太陽光の発電地の所はですね、今いわれたように問題ないと思います。

ただし、図面を見れば、そのちょっとトラックの所を見せてくれんですか。

あすこのトラックの先は、ねぎ団地です。でそこの入り口はですね、図面の

ように、道の方に田の地権者の土地が入っております。で、話を聞けば手前

に石垣をきれいに積み上げていらっしゃいますので、その石垣の調整でです

ね、土地の分はやって交換してあると聞いております。ただし、その登記上

の手続きがなされてないということを聞いておりますので、特に問題はない

と思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      譲渡人は 北下久間の ○○○○ 様、 

譲受人は 福岡市の 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 藤原 ○○○番 他１筆 

地目は田、面積は合計で１,７４５㎡、農地区分は第２種農地、 

用途目的は太陽光発電設備設置用地。 

事由は、申請地は休耕地となっており、太陽光発電事業を計画するに当たり同 

     申請地が条件に適している。以上のことにより、太陽光発電設備設置用地として 

     転用したいということです。 

東西は田、 南は水路、 北は田・畑です。 



売買価格は、反当たり６０１,７１９円、全体で１,０５０,０００円です。 

図面は３２ページと３３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  今、さっきもあった所と、○○さんの非農地扱いの所と、ちょっとはなれた所

にあり、隣には佐賀シールの入り口の所に太陽光パネルがはまっつておりまして、

この辺非常に荒れ地化しておりまして、この○○さんの二筆を太陽光発電の方で

すね。売りたいというふうなとこでですね、申請が出とっつとですが、周辺にで

すね迷惑がかからんというふうなことはあります。そういうことです。以上です。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  説明があったとおりですね。特に問題はないと思います。左側には太陽光が 

設置してあるし、この団地としてもまた、次の議題にあがりますけど、継続 

したところの太陽光の設置でございますので、特に問題はないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      譲渡人は 北下久間の ○○○○ 様、 

譲受人は 長崎市の ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 藤原 ○○○番 

地目は田、面積は８２４㎡、農地区分は第２種農地、 

用途目的は太陽光発電設備設置用地。 

事由は、申請地は休耕地となっており、太陽光発電事業を計画するに当たり同 

     申請地が条件に適している。以上のことにより、太陽光発電設備設置用地として 

     転用したいということです。 

東は山林、 西は山林・田、 南は田、 北は田・山林です。 

売買価格は、反当たり６０６,７９６円、全体で５００,０００円です。 

図面は３４ページと３５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ここも図面を見てもわかりますように、この辺は圃場整備が出来ていない水田

で、排水条件も悪いというようなことで、小作人もいないところで、ほとんどが

荒れ地化しているというふうな状況下でございます。この筆も○○くんが太陽光



にしたいというふうなことでございます。周辺には影響はないかと思っておりま

す。以上です。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  これは、先ほどの整理番号 3 番の隣接した所の場所でございます。ただ、問 

題は、3 番も 4 番もですね水路をどういうふうな形で河川に流すかということ 

をちょっと問題と思いますけども、その他は問題はないと思います。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号４番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書２６ページ、整理番号５番です。 

      譲渡人は 冬野の ○○○○ 様、 

譲受人は 同じく冬野の ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 一本松 ○○○番○ 

地目は畑、面積は２５０㎡、農地区分は第２種農地、用途目的は駐車場用地。 

事由は、申請地は休耕地である。同申請地の北側に譲受人の住居があり、 

     住居増築に伴い駐車場が不足するため駐車場用地として転用したいということ 

     です。 

東は畑、 西は畑（現況：宅地）、 南は道路、 北は畑・道路です。 

売買価格は、反当たり４,０００,０００円、全体で１,０００,０００円です。 

図面は３６ページと３７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  これはあのう冬野の堤がありますけれども、冬野の堤の横しの所に幹線道路が

走ってますけれども、その旧道のところですけれども、ほんの真上は団地になっ

てます。貞島さん宅が増築をしたいと、車があると、駐車場がないと吉田さんに

ですね、土地を相談されたところいいというふうなことで、農地関係にはなにも

問題ないというふうなことに思っております。以上です。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  ええと、写真を見てもらえばわかるように、周囲が団地化されております。 

特に問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり。］ 



議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号５番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号６番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号６番です。 

      譲渡人は 下野の ○○○○ 様、 

譲受人は 下吉田の ○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 様、 

所在地は、大字下野 二本松 ○○○番 他１筆、 

地目は全て田、面積は合計で７２６㎡、農地区分は第１種農地、 

用途目的は住宅型有料老人ホーム建設用地。 

事由は、譲受人はデイサービスと宅老所の各事業を下吉田区で営み、事業拡大 

     により申請地と同時利用地（雑種地）９筆を含んで、有料老人ホーム建設用地と 

     するために転用したいということです。 

東は原野・畑、 西南は道路、 北は原野・畑です。 

売買価格は、反当たり９６４,１８７円、全体で７００,０００円です。 

図面は３８ページと３９ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  申請地はですね、斜線の分ですが、隣にですね雑種地になっている広場があり

ましてですね、斜線の部分が雑種地よりも少し下がった田現況は田です。ここを

盛り上げて一緒の高さにしてから託児所を造りたいという申請です。排水はです

ね、山際にずうと大きい排水路がありましたもんですから大丈夫と思います。宜

しくお願いします。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  説明があったとおりですね。あのうこの水路にいかにして高める時に排水をす

るかが問題のひとつ思います。もうひとつは、あのう心配したのが、取り付

け道路が非常に狭いということです。土地まで行くまでのですね。で、災害

が起きたときには、大変じゃなかろうか、もうひとつは消防車の登りきるや

ろうかていろんな心配をしております。特に、老人ホームということでです

ね、救急車あたりその他出入りが激しいと思いますので、道路の整備が大変

じゃなかろうかという感覚でその場は帰ってきております。特に他は問題あ

りません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   よかですか。今、ここの農地は１種て言うたやろ。1 種ですか。別に圃場整

備ばしとらんとこも 1 種になっと 



事 務 局   広がりだけの問題ですので 

委  員   広がりていうぎどの広がり 

事 務 局   申請地から右側の方に茶畑が広がっておりますので、この広がりから見て 1

種ということで判断をしております。 

委  員   １種でぎゃんとこの農地転用のおりたね。１種はおりらんていいよったじゃ

なかかにぁ。 

事 務 局   太陽光はまずむりです。 

委  員   太陽光は無理 

事 務 局   住宅の集落接続て言う感じで出来るのは、宅地に転用の場合だけです。 

委  員   1 種・２種はこっちで決むっとじゃなかろ 

事 務 局   県と協議しながら 1 種・2 種 

委  員   そうですか。1 種はおどま圃場整備したとこが 1 種かなて考えばもっとった

けんですよ。はい、わかりました。 

議  長  他にありませんか。 

推進委員   私のほうからもよかね。私もですね、同行して見ましたけど、まず、森委員

が言われましたように道路が狭い、３７名から４０名収容するのにね、あの

道じゃ狭かて思います。そして、もうひとつはですね、入り口の周辺の人の

同意を得ているかと、ちょっと確認したいと思います。いかがですか。 

事 務 局   申請を受け付ける時に、地元区長さん、生産組合長さん、推進委員さん、農

業委員さんという承諾はまずとってもらいます。隣接農地の居宅も隣接すれ

ばとってもらうとですけど、その方の同意書もあります。周辺の方の同意は

とってもらっつております。工事に入る前には、またたぶん周辺にあいさつ

にはいかれるということを聞いております。 

議  長  他にありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号６番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号６番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号７番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号７番です。 

      譲渡人は 温泉１区の ○○○○ 様、 

譲受人は 三坂の ○○○○ 様、 

所在地は、大字下宿 第七区画整理 ○○○番○、 

地目は畑、面積は１６５㎡、農地区分は第３種農地、用途目的は一般住宅用地。 



事由は、譲受人は現在三坂区で酒店を営業しているが、買い物等の不便がなく、 

     高齢でも暮らしやすい場所への転居を希望しており、申請地を一般住宅用地とし 

     て転用したいということです。 

東は宅地、 西は宅地・道路、 南は宅地、 北は道路です。 

売買価格は、反当たり３０,２４８,４８５円、全体で４,９９１,０００円です。 

図面は４０ページと４１ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  山口智佐代委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  区画整理区域なので問題はないと思うし、またスーパーマルキョウ、ドラモリ

も近くにあるので問題ないかと思います。どうかよろしくお願いします。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  私も問題ないと思います。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号７番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号７番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号８番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号８番です。 

      譲渡人は 大野原の ○○○○ 様、 

譲受人は 佐賀市の 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様、 

所在地は、大字岩屋川内 三丁
さんじょう

 ○○○番○、 

地目は畑、面積は９６３㎡、農地区分は第２種農地、 

用途目的は太陽光発電設備設置用地。 

事由は、申請地は遊休農地であり、今後も耕作の見込みがないため、太陽光 

     発電設備設置用地として転用したいということです。 

東は水路、 西は畑（現況：宅地）、 南は田、 北は道路です。 

売買価格は、反当たり３０２,１８１円、全体で２９１,０００円です。 

図面は４２ページと４３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  杉﨑委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ただいま、事務局からお話があったとおりです。ただ、ここは、図面を見ても

らえばわかると思いますけど、現況とちょっと違うところがありまして、図面は

下の方ていわんばですかね、朝日徳好さん方にちょっと少しでっぱってますけど、

現況はまっすぐなっているわけです。それで、こないだ日曜日の方に両○○さん



ですけど立ち合いのもとに境界はどういうふうになってますかというお話をし

ました。そしたら、今の現況とおりでいいですので、宜しくお願いしますという

ことでしたので、後は、ここの○○○○さんがですねどういう判断をされるか、

○○○○さんの方もこのままでいいんじゃないですかという話はありましたけ

ど、こんだけ出っ張っとっ分を、その登記上がどういうふうになるのかというの

は一つ私は思いましたけど、他に太陽光としての問題点は別にないと思います。

下の宅地の方には、絶対水をやらないということで、嵩上げていいますか、畦を

つくって水路の方に水は自然に勾配とおって流すということでありました。以上

です。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  ここは、最後のところであったわけですけども、ここは、けっこう時間をと 

ってですね検討したところです。で、あのう今は、雑草を払ってますけど、 

中に入れないような状態でですね、全く見当がつかんやったわけです。それで 

、まあ、あのう地元の杉崎委員さんにお願いをして、これを払っていただい 

た時点で、現場を見て下さいと、それから判断せにぁいかんじゃなかろうか 

ということでですね、その場は３０分以上かかったじゃなかですかね。ここで 

、そういうことで、あのう、隣にある○○さんですか、そういう方も立ち合 

いのもとにちょっと検討したところですけど、まあ今説明があったとおり、 

その後、検証されてますので、問題ないと思います。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号８番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号８番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第５号 農地転用許可後の事業計画変更申請の承認について、を 

     議題といたします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書４４ページ、整理番号１番です。 

      申請者は 佐賀市の 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様です。 

所在地は、議案書４５ページの別紙②のとおりです。 

大字五町田 一本松 ○○○番○ 他２０筆、地目は田と雑種地、 

面積は、田が合計で９,７５５.２８㎡、現況が田である雑種地が５.５８㎡、 

総合計の９,７６０.８６㎡です。農地区分は第２種農地。 



用途目的は建売分譲住宅区画数の変更です。 

事由は、造成工事進行中、県道からの乗り入れの危険性を佐賀県杵藤土木事務 

     所から指摘され、県道から分譲地への直接の進入を避け、分譲地内の道路からの 

     乗り入れに変更することにした。そのため分譲地内の道路の面積が増えたので、 

     宅地分譲区画数を従前申請区画数の３０区画から２９区画に減じて調整を行う

もので、変更申請の必要が生じたためということです。 

東は境内地、 西は雑種地・池沼、 南は池沼、 北は道路です。 

令和元年６月１３日付けで農地法第５条の許可を受けている案件です。 

図面は４６ページと４７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  馬場委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  はい、お天気もよくてですね、造成工事が着々と進んでおります。近くには、

済昭園、和泉式部公園とか、農村公園などが車とか人が普段でも多いです。そこ

で、区画を減らしてでもやっぱり分譲地が住宅が建ったら人はもちろん車も増え

ますし、是非、分譲地が減ってもですね、分譲宅が減っても分譲地内で乗り入れ

をお願いして、是非これは危ないですから宜しくお願いします。 

議  長  森班長、事前審査の結果について、報告をお願いします。 

班  長  はい、今ご説明があったとおりでありますし、特に県の土木事務所からの指 

摘事項でありますので、私たちがとやかくいうところは無いと思います。以 

上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶものあり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地転用許可後の事業計画変更申請の承認について、整理番号 

     １番については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第５期嬉野市農業委員会第１６回定例総会を閉会します。 

（ 午後 ３ 時 ２１分 閉会 ） 


